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和光市立下新倉小学校給食調理業務  

委託事業者選考結果  

 

和光市立下新倉小学校給食調理業務に係る委託事業者選考について、書類選考、プレゼンテ

ーション及びヒアリングを実施し、選考委員会において厳正かつ慎重な採点・評価を行った結

果、下記のとおり優先交渉権者及び次点交渉権者を選定しました。 

 

令和６年１２月４日  

 

◎ 優先交渉権者候補  名 称 株式会社メフォス 

             住 所 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 

             評価点 ８３．３点 

 

○ 次点交渉権者候補  名 称 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

                北関東支店 

            住 所 埼玉県さいたま市大宮区土手町2-15-1小島MNビル６F 

            評価点 ７９．７点 

 

 

 

  



１ 経緯 

平成２８年４月開校した和光市立下新倉小学校では、これまでの一般財団法人和光市学校

給食協会とは別に民間委託を実施してきましたが、令和７年３月をもって委託期間が満了し

ます。民間事業者に業務委託することで、効率的に給食業務を推進していることから、引き

続き、令和７年度以降も民間事業者への業務委託を行うこととしました。 

前回同様、複数の事業者から豊富な経験に基づく提案を受け、審査を行い、より安全で質

の良い給食を提供できる最適の事業者を選考するため、公募型プロポーザル方式を採用し、

優先交渉権者及び次点交渉権者を選定するための「選考委員会」を設置しました。 

当委員会では、申請者としての適格性、事業提案の内容等について、書類選考、プレゼン

テーション及びヒアリングによる審査を行い、和光市が目指す学校給食業務にふさわしい事

業者を公正かつ適切に選定しましたので、ここにその結果を報告します。 

 

２ 選考委員会の構成  

  選考委員会の委員は、以下の７名で構成しました。  

職 名 氏 名 所 属 

委員長 横山 英子 和光市教育部長 

委員 大野 久芳 和光市企画部長 

〃 辻 英一 和光市教育委員会事務局次長兼学校教育課長 

〃 藤原 啓 和光市立第三小学校校長 

 代理：佐野 一機 和光市立白子小学校校長 

〃 佐藤 真二 和光市立大和中学校校長 

 代理：近藤 克代 和光市立第三中学校校長 

〃 渡辺 千枝子 和光市立第四小学校栄養教諭 

〃 浅川 由美 和光市立大和中学校栄養主査 

 

３ 選考の経過 

⑴  公募要領の公表・配布     １０月 １日（火）～１０月３１日（木）  

⑵  質問書受付締切        １０月１１日（金）（１事業者受付） 

⑶  質問書に対する回答      １０月１８日（金） 

⑷  公募申請書締切        １０月３１日（木）（３事業者提出） 

⑸  第１回選考委員会       １１月１５日（金）（事務局による書類審査） 

⑹  第２回選考委員会       １２月 ４日（水） 

        

４ 選考委員会の開催状況  

⑴  第１回選考委員会 

日 時 令和６年１１月１５日（金）／事務局による書類審査 

内 容 １ 提出書類について 

２ 選定方法について 

３ 公開ヒアリングについて 

４ 今後のスケジュールについて 

  



⑵  第２回選考委員会 （出席委員７名（うち代理２名）、欠席委員０名、傍聴者０名） 

日 時 令和６年１２月４日（水）１４時３０分～１６時４０分 

場 所 和光市役所４階４０４会議室 

内 容 １ プロポーザルの概要について 

２ 公開プレゼンテーション及びヒアリング 

３ 採点・評価  

４ 優先交渉権者及び次点交渉権者の選定結果報告 

 

５ 選定の概要 

⑴ 第一次選定 

事務局にて参加資格・条件の審査を行い、評価基準に基づく書類審査については、第二次選

定とあわせて審査しました。 

⑵ 第二次選定 

 第一次選定で選考された３事業者から提出された提案書の内容に加え、公開ヒアリング

における事業概要説明及び質疑応答により審査し、総合的に評価を行いました。事業者か

らの提案書に基づくプレゼンテーション及びヒアリングは、市民の皆様へも広く学校給食

の内容を知っていただくことを目的として、採点及び審議事項を除き、公開で実施しまし

た。 

ア 評価基準 

第二次選定の選考方法は、提案書及びプレゼンテーション・ヒアリングの内容について、

評価項目及び配点をもとに選考委員が評価を行い、その平均点をもって事業者の評価点

としました。 

  【評価基準及び配点】 

評 価 項 目 基準点数 

会社概要 事業展開、事業の特徴 ５ 

経営基盤 財務健全性 ５ 

経営理念 
給食業務に対する理念（児童の健康増進、食育の考え方

等 

１０ 

業務実績 給食調理業務の受託実績及び本業務の実施における信

頼性や確実性 

５ 

職員体制 

及びバックアッ

プ体制 

指導体制、安全衛生管理体制、事故発生時の緊急体制、

社員が欠けたときのバックアップ体制 

１０ 

給食業務に対す

る手法 

調理業務の運営手法 １０ 

調理従事者の体

制 

従事者の配置計画（資格・経験及び正規・非正規社員等） ５ 

危機管理 食物アレルギー対応・仕組み １０ 

食中毒、異物混入、アレルギー誤食等の予防対策、事故

発生時の対応等 

１０ 

事故発生状況（事故発生状況及び行政指導の状況） ５ 



従業員の教育指導又は訓練、従業員の研修体制 １０ 

経費削減努力 
経費削減への考え方、取組等 ５ 

見積額 ５ 

参入に対する意欲 ５ 

合     計 １００ 

 

イ 選考結果 

  公開プレゼンテーション及びヒアリング終了後、選考委員の評価をもとに提案内容に

ついて審議を行い、選考委員会の合議により評価項目ごとの評価点を決定し、優先交渉

権者及び次点交渉権者を選定しました。 

 

６ 審査結果及び選定委員会の意見 

⑴  審査結果 

ア 優先交渉権者候補 株式会社メフォス    評価点 ８３．３点 

イ 次点交渉権者候補 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社北関東支店 

  評価点 ７９．７点 

  

⑵  選定理由 

  優先交渉権者の候補とした株式会社メフォスは、県内３２ヶ所での学校給食調理業務の

受託実績や全社的な運営・管理による緊急時の迅速な対応体制があり、食物アレルギー・

異物混入・食中毒等に対する危機管理体制についても具体的で分かりやすい提案がされた

点が高く評価されました。また学校給食受託開始から５１年の実績で得た経験とノウハウ

の提供により、徹底した安全衛生管理の実施や積極的な現場提案、学校との連携が期待で

きるとして選定に至りました。 

次点交渉権者の候補としたシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社は、学校給食

を「生きた教材」と捉え、児童の健康増進等のため、「正しい食事の在り方」「食事による

好ましい人間関係」を築くことを目的とし、学校教育の一環として、学校・家庭・地域の

連携を重要とする提案がありました。食物アレルギー対応のチェック体制や作業体制、従

業員への衛生講習会、食品安全教育などの教育指導体制、事故防止のための衛生管理の徹

底が高く評価されました。 

 

７ おわりに 

  本年の選考委員会においては、申請された各事業者の学校給食に対する真摯な姿勢と熱意

が感じられ、下新倉小学校の給食調理業務に期待が高まりました。委員会として心より御礼

申し上げます。 

  学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達に資することを目的とし、学校教育活動の一環

として実施されるものです。このため、学校給食調理業務委託事業者は、学校給食の意義や

特性を十分理解し、徹底した衛生管理体制及び優れた調理技術を有するとともに、他自治体

等における学校給食の豊富な事業実績が求められ、価格だけでなく実績、専門性、技術力、

企画力、創造性等を総合的に判断して選定する必要があります。 



  このことから、今回も下新倉小学校給食調理業務については、公募プロポーザル方式によ

り選定してまいりました。これからも、給食業務が円滑に遂行できるよう、また、下新倉小

学校の給食が児童をはじめ、関係者の皆様に喜んでいただけるよう事業者と連携を図ってま

いります。 

 

 

       令和６年１２月 

 

和光市立下新倉小学校給食調理業務委託事業者選考委員会 

委員長  横山 英子 


